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藤沢市規則６１号 

藤沢市印鑑条例施行規則の一部を改正する規則 

藤沢市印鑑条例施行規則（昭和４９年藤沢市規則第１８号）の一部を次のように

改正する。 

第２条第３号中「在留カード」の次に「又は特定在留カード」を加え、同条第４

号中「特別永住者証明書」の次に「又は特定特別永住者証明書」を加える。 

附 則 

この規則は、令和８年６月１４日から施行する。 

 

 


